
小牧市水道事業告示第７号  
 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準

用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規

定により、指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

次のとおり告示する。  
 
令和８年３月３１日  
 

小牧市水道事業  
小牧市長 天 野 正 基      

 
 
１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所または事務所の所在地  
  大阪市中央区今橋四丁目５番１５号  
  三井住友カード株式会社  
  代表取締役 大西 幸彦  
 
２ 公金事務の内容  
  水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の収納事務  
  （コンビニエンスストア収納及びキャッシュレス決済収納事務）  

※代行会社 SMBC ファイナンスサービス（株）（現三井住友カード株  
式会社）と記載のある納付書に限る。  
 

３ 指定公金事務取扱者指定の日  
  令和８年３月３１日  
 
４ 委託した公金事務の開始日  
  令和８年４月１日  
  

 


